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［消費貸借に関する契約書］
（例）金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
　なお、平成26年４月１日から平成30年３月31日までの間
に作成される不動産譲渡契約書に係る印紙税の税率が軽減
される。

契約金額 原　則 特　例
１万円未満 非課税 非課税
１万円以上 10万円以下 200円 200円
10万円超 50万円以下 400円 200円
50万円超 100万円以下 1,000円 500円
100万円超 500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超 １千万円以下 10,000円 5,000円
１千万円超 ５千万円以下 20,000円 10,000円
５千万円超 １億円以下 60,000円 30,000円
１億円超 ５億円以下 100,000円 60,000円
５億円超 10億円以下 200,000円 160,000円
10億円超 50億円以下 400,000円 320,000円
50億円超 600,000円 480,000円
記載のないもの 200円 原則どおり
第２号文書

［請負に関する契約書］
（例 ）工事請負契約書、工事注文請書、請負金額変更契約

書など
　なお、平成26年４月１日から平成30年３月31日までの間
に作成される建設工事請負契約書に係る印紙税の税率が軽
減される。

契約金額 原　則 特　例
１万円未満 非課税 非課税
１万円以上 100万円以下 200円 200円
100万円超 200万円以下 400円 200円
200万円超 300万円以下 1,000円 500円
300万円超 500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超 １千万円以下 10,000円 5,000円
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（例）金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
　なお、平成26年４月１日から平成30年３月31日までの間
に作成される不動産譲渡契約書に係る印紙税の税率が軽減
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１万円未満 非課税 非課税
１万円以上 10万円以下 200円 200円
10万円超 50万円以下 400円 200円
50万円超 100万円以下 1,000円 500円
100万円超 500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超 １千万円以下 10,000円 5,000円
１千万円超 ５千万円以下 20,000円 10,000円
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［請負に関する契約書］
（例）工事請負契約書、工事注文請書、請負金額変更契約

書など
　なお、平成26年４月１日から平成30年３月31日までの間
に作成される建設工事請負契約書に係る印紙税の税率が軽
減される。

契約金額 原　則 特　例
１万円未満 非課税 非課税
１万円以上 100万円以下 200円 200円
100万円超 200万円以下 400円 200円
200万円超 300万円以下 1,000円 500円
300万円超 500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超 １千万円以下 10,000円 5,000円

― 44 ―

 Ⅰ－２　譲渡所得の課税の特例■
⑴居住用財産を売った場合の3,000万円特別控除
〔適用が受けられるケース〕

①現に自分が住んでいる住宅や住宅とともにその敷地を
譲渡した場合

②以前に自分が住んでいた住宅やその敷地を住まなく
なった日から３年目の12月31日までの間に譲渡した場
合（住まなくなった後は、その家屋を何に使ってもか
まわない）

〔適用が受けられないケース〕
①前年分又は前々年分の譲渡所得について、すでにこの

3,000万円の特別控除か居住用財産の買換え（詳しく
は後述）の特例あるいは、居住用財産の買換えに係る
譲渡損失の繰越控除の特例等の適用を受けている場合
（この特別控除の適用は３年に１回）

②その住宅や敷地の譲渡について、収用等の特別控除や
買換えなどの他の特例の適用を受ける場合（特例の重
複適用はできない）

③その住宅や敷地の譲渡先が、その人の配偶者や、直系
血族（親、子など）などの親族等の場合

④この特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと
認められる場合

⑵空き家に係る譲渡所得の特別控除
平成28年４月１日から平成31年12月31日までにおいて

相続から３年目の12月31日までに、被相続人の居住し
ていた家屋（マンションを除く。）を相続した相続人が、
当該家屋を取り壊す又は耐震リフォームをするその他一
定の条件のもとに売却した場合には、譲渡益から3,000
万円を控除することができる。
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